
第５次広島県障害者プラン及び第７期広島県障害福祉計画・ 

第３期広島県障害児福祉計画の策定について 
 

 令和５年３月７日 障害者支援課 
 
１ 趣 旨 
 本県の障害者施策全般に関する基本計画である「第４次島県障害者プラン」（平成 31～令和５年度）及び「第
６期広島県障害福祉計画・第２期広島県障害児福祉計画」（令和３年度～令和５年度）が終期を迎えることから，
新たな広島県障害者プラン及び広島県障害（児）福祉計画を策定する。 

 
 
２ 基本的な考え方 

⑴ 基本理念（案）と目指す姿（案） ※障害者プラン，障害（児）福祉計画共通 

 

⑵ 広島県障害(児)福祉計画との関係 

同計画で取り組む生活支援（障害福祉サービス等）に関する内容を踏まえるとともに，令和６年度以降は

プランと「生活支援（障害福祉サービス等）に関する実施計画」を統合することで，一体的に作成し，効率

的な進捗管理を行う。 

 

⑶ 計画期間 

令和６年度～11年度（６年間） 

※前プランは令和元年度～令和５年度（５年間） 

※前計画は令和３年度～令和５年度（３年間） 

 

⑷ 障害者を取り巻く状況変化等への対応 
第４次プランの達成状況や，障害者を取り巻く状況変化等を踏まえ，更なる取組や指標の再設定，新たな

取組の重点化について検討する。 
① 第４次プランにおける達成状況 

  別紙のとおり 

 

② 障害者を取り巻く状況変化等 

○ 障害者の法定雇用率の引き上げ（令和８年７月１日からの適用に向けて段階的に引き上げ） 

民間企業：2.7％，国，地方機関等：3.0％，都道府県等の教育委員会：2.9％ 

○ 障害者差別解消法の改正（公布日：令和３年６月４日，施行日：公布日から起算して３年以内） 

民間事業主の合理的配慮の提供を努力義務から法的義務へ 

○ 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律（令和４年５月 25

日）の施行 

  障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進し，共生社会の実現へ 

【基本理念（案）】

全ての県民が障害の有無にかかわらず，相互に人格と個性を尊重し合いながら，自分らしく，
安心して暮らせる共生社会の実現

【目指す姿①】

誰もが障害に対する知識を深め，お互いを大切にし，支え合う社会

【目指す姿②】

全ての障害児者が必要な情報を得られ，積極的に自分の能力を発揮し，
生きがいを持てる社会

【目指す姿③】

障害児者やその家族等に対する支援体制が整備され，誰もが地域で安心
して生活できる社会

Administrator
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  ③ 障害者手帳保持者数からの分析【仮説】 

      ○ 軽度の知的障害者や精神障害者の増加に伴い，在宅で自立して生活していくための一般就職への支援

や早期からの療育支援のニーズが増加する見込みである。 

     ○ 高齢化に伴う重度障害者へ対応したサービスの確保が必要となる。 

 

   ・ 身体障害者手帳保持者数は，全体としては減少しているが，高齢者人口の増加に伴い，内部障害によ

る重度障害者数が増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 療育手帳保持者数は，全体として増加しており，特に軽度障害が大幅に増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・肢体不自由，視覚，聴覚障害は減少 

←人口減少によって絶対数の減少（要因） 

・内部障害は増加 

←高齢者割合の増加（要因） 

・重度障害者が占める割合が増加 

←高齢者の増加及び人工臓器や移植，治療法の進歩によっ

て，障害とともに生活ができる者が増加（要因） 

 

・全体として増加，特に軽度障害が大幅に増加 

←人口増加ではなく，申請者（取得希望者）の増加（要因） 

早期からの療育，就職へのニーズが増加（要因） 

 

 

・特別支援学校の小学部及び高等部が大幅に増加 

←療育の理解浸透，就職への意識向上（要因） 

 

・軽度の取得者の年齢別割合でみると，29 歳まで

の取得者数が多い。 

→今後も特別支援教育，就職のニーズは増加する見込 

[文部科学省「通常の学級に在籍する特別な教育的

支援を必要とする児童生徒に関する調査結果（令和

４年）について」] 

全国の公立小中学校に在籍する生徒のうち 8.8%

（H24は6.5%）が学習面や行動面で著しい困難を示

す発達障害の可能性がある。 

←教師や保護者の特別支援教育に関する理解増進，テレビ

ゲームによる言葉や文字に触れる機会の減少，インターネ

ットやスマートフォンによる対面での会話減少（要因） 

 

・民間企業における障害種別雇用状況からも，軽度

知的と精神障害の雇用者数は大幅に増加している。 

←法定雇用率の引き上げ，就職への意識向上（要因） 

◆身体障害者手帳所持者数の障害別推移と重度障害者の割合 （単位：人）
H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

肢体不自由 67,080 67,222 68,143 67,140 65,687 64,302 62,613 61,149 59,281 58,109 56,291

視覚障害 10,059 9,781 9,568 9,321 9,096 8,878 8,663 8,584 8,480 8,426 8,368

聴覚障害者等 11,585 11,358 11,329 11,268 11,100 10,927 10,762 10,604 10,413 10,367 10,299

内部障害 32,601 32,693 33,361 33,633 33,961 34,215 34,355 34,579 35,043 35,562 35,773

計 121,325 121,054 122,401 121,362 119,844 118,322 116,393 114,916 113,217 112,464 110,731

重度障害者

（１～２級）

（全体に占め
る割合）

42.20% 42.30% 42.10% 42.50% 43.00% 43.50% 43.60% 44.00% 44.40% 45.00% 45.10%

18歳未満 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7%
18～64歳 23.5% 23.2% 23.0% 23.0% 22.9%
65歳以上 74.8% 75.1% 75.2% 75.3% 75.4%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

51,440 50,776 50,515 50,259

※当該年度3月31日現在（広島市，呉市及び福山
市を含む）

51,257 51,159 51,477 51,562 51,501 50,606 49,990

◆療育手帳所持者数の障害程度別推移と重度障害者（児）の割合 （単位：人）
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

Ⓐ（最重度） 2,319 2,416 2,465 2,486 2,492 2,534 2,577 2,600 2,608 2,659

Ａ（重  度） 7,478 7,948 7,442 7,469 7,369 7,449 7,516 7,546 7,520 7,572

Ⓑ（中  度） 5,686 5,836 5,942 6,043 6,032 6,139 6,193 6,227 6,317 6,465

Ｂ（軽  度） 5,900 6,313 6,639 7,010 7,293 7,741 8,125 8,420 8,803 9,175

計 21,383 22,063 22,488 23,008 23,186 23,863 24,411 24,793 25,248 25,871

Ⓐ＋Ａ 9,797 9,914 9,907 9,955 9,861 9,983 10,093 10,146 10,128 10,231
(全体に占める

割合) 45.80% 44.90% 44.10% 43.30% 42.50% 41.80% 41.30% 40.90% 40.10% 39.50%

※当該年度3月31日現在（広島市を含む）

◆民間企業における障害種別雇用状況 （単位：人）
H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

重度 1,362 1,383 1,428 1,456 1,494 1,528 1,597 1,667 1,693 1,693 1,730 1,736
重度以外 2,431 2,437 2,525 2,587 2,636 2,696 2,674 2,775 2,761 2,773 2,825 2,825
重度以外
（短時間）

194 252 278 308 336 367 382 389 379 408 456 447

重度 383 395 378 387 429 429 441 423 445 449 420 452
重度以外 1,039 1,173 1,222 1,339 1,444 1,573 1,719 1,846 1,938 2,054 2,206 2,364
重度以外
（短時間）

149 217 305 337 386 387 456 478 500 540 671 719

常用 374 420 493 569 645 758 947 1,141 1,281 1,467 1,581 1,891
短時間 90 135 177 208 283 329 378 459 529 536 630 720

広島労働局　障害者雇用状況の集計結果

身体

知的

精神



・ 精神障害者保健福祉手帳保持者数は，２級及び３級の大幅な増加に伴い，全体として増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対応方針】 

共生社会の実現を進めるためには，心のバリアフリーの推進に加えて，障害者が情報を取得するための手

段，コミュニケーション手段や働き方の選択肢をより一層充実させ，地域で自立して生活するための支援体

制の整備を今後も継続する。 

 
 
３ 検討 

  広島県障害者施策推進協議会や関係団体等の意見を踏まえつつ，関係部局と連携・調整して，計画や他課の

作成するプランとの重複する項目や記述について，整理した上でプランのスリム化を行う。 

  また，地域共生社会の実現を目指すために，障害児者の障害特性や今後のニーズを踏えた上で，重度障害者

に対応した障害福祉サービスの充実，ICT による就労・自立に向けての新たな支援や情報アクセシビリティの

向上など，障害児者の社会参加への促進と暮らしの安心性を確保できる取組を盛り込む。 

※ 広島県障害者施策推進協議会（設置根拠：障害者基本法，広島県障害者施策推進協議会条例） 
   ～委員20名：学識経験者，障害者，障害者福祉事業従事者及び関係行政 

 
 

４ スケジュール 

 R5.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R6.1 2 3 

策定作業 

                 
               

 
        

議会 
(生活福祉保健

委員会) 

                                  9/○             12/○          
                                 骨子案          素案      集中審議 報告 

障害者施策推
進協議会 

●計画概要●骨子     ●素案                    ●最終案 

関係団体，市町 ●意見照会（骨子） 

 

・全体として増加 

１級は微減しているが，２級・３級が大幅に増加 

18～64歳及び65歳以上の増加 

←長引く不況による生活不安の悪化（要因） 

←人口高齢化に伴う認知症患者の増加（要因） 

 

計画素案 
計画

概要 

骨

子 
計画案（パブコメ） 

◆精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移
H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

１級 2,788 2,654 2,593 2,510 2,492 2,517 2,432 2,405 2,379 2,306 2,290

２級 16,132 16,782 17,284 18,240 18,720 19,898 20,683 21,519 22,336 22,955 24,138

３級 3,723 4,671 5,524 6,228 6,820 7,726 8,508 9,343 10,112 10,583 11,448

合計 22,643 24,107 25,401 26,978 28,032 30,141 31,623 33,327 34,827 35,844 37,876

※前年度３月31日現在（広島市含む）

最終案 



別紙

目標年 目標値 R２実績 R３実績

R５ 70.00% 67.00% 未調査

R５ 10,200人 9,920人 10,519人

R３ 88人 58人 58人

R元～R５ 300人
72人

（Ｒ元～Ｒ２）
109人

（Ｒ元～Ｒ３）

R５ 23市町 １市町 ３市町

分
野

No 項目
目標
年度

目標値
R元
実績

R2
実績

R3
実績

目標比
達成
見込

7 あいサポートアート展への来場者者数 R５ 3,400 2,586 2,641
コロナ感染予防によ

り会場開催中止
- ―

12 特別支援学校教諭免許状保有率 R５

特別支援学校
教員：100%

小・中学校特
別支援学級担

任：60%
小・中学校通
級による指導
の担当教員

：80%

特別支援学校教員：
85.9％

小・中学校特別支援
学級担任：31.2％

小・中学校通級によ
る指導の担当教員

：55.1％

特別支援学校
教員：85.9％

小・中学校特別
支援学級担任：

52％
小・中学校通級
による指導の担

当教員
：68.9％

△

18
障害者雇用義務を有する県内企業のうち雇用障害者
の数が０人の企業割合

R５
現状より減

（H29:29.5%）
30.5% 29.8% 30.2% 97.7% △

19 福祉施設利用者の年間一般就労移行者数 R５ 591 453 391 397 67.2% ×

22
障害者就業・生活支援センターを通じた一般就職件数
（１圏域当たり平均）

R５ 89 74 61 60 67.4% △

23
就労定着支援事業所のうち，就労定着率が８割
以上の事業所数

R５ 45 18 40.0% ×

25
障害者施設の平均工賃月額（就労継続支援B型事業
所）【円】

R５ 18,100 16,753 17,168 16,779 92.7% ×

26
障害者就労施設等が提供する物品・サービスの優先購
入（調達）の実績【千円】

R５ 46,000 44,063 42,745 36,359 79.0% △

27
障害者職業能力開発校の修了者（就職中退者含む）に
おける就職率

R７ 80%以上 88.1% 66.7% 77.8% 97.3% ×

28
障害者の委託訓練修了者（就職中退者含む）における
就職率

R７ 55%以上 35.4% 42.9% 37.2% 67.6% ×

35 人口10万人当たりの自殺死亡率 R４ 14.2 14.8 14.6%
未判明

（調査中）
- △

36
肝炎ウイルス検査の普及啓発を実施している健康保険
組合の割合

R３ 100% 52.9% 未調査 58.8% 58.8% △

40
１か月以上の初診待機者数〔発達障害の診療に係るも
の〕（推計値）

R５ 860 2,906 1,742 2,041 42.1% ×

42 児童発達支援センターの設置市町 R５ 23市町 10市町 12市町 12市町 52.2% ×

43
重症心身障害児を対象に児童発達支援事業を行う事
業所のある市町

R５ 23市町 8市 11市町 13市町 56.5% ×

44
重症心身障害児を対象に放課後等デイサービスを行う
事業所のある市町

R５ 23市町 10市町 10市町 13市町 56.5% ×

45 精神病床における入院後３か月時点の退院率 R５ 69.0%
未判明

（R6判明）
未判明

（R6判明）
未判明

（R6判明）
- △

46 精神病床における入院後６か月時点の退院率 R５ 86.0%
未判明

（R6判明）
未判明

（R6判明）
未判明

（R6判明）
- △

47 精神病床における入院後１年時点の退院率 R５ 92.0%
未判明

（R6判明）
未判明

（R6判明）
未判明

（R6判明）
- △

48
精神病床における慢性期入院患者（１年以上の長期入
院患者）数

R５ 4,482 4,799 4,775 4,773 93.9% △

49 地域定着支援のサービス見込量【人/月】 R５ 97 49 54 59 60.8% △

52
医療型短期入所事業所の定員数（「空床型」施設等に
よる病床確保数を含む。）

R３ 88 48 58 58 65.9% △

53 医療型短期入所事業所の利用者数【人日/月】 R５ 984 710 692 418 42.5% ×

54 福祉施設の入所者の地域生活への移行者数 R元～R５ 300 32 40 37 36.3% ×

55 令和５(2023)年度末時点の施設入所者減少数 R3～R5 43 23 53.5% ×

56 地域生活支援拠点等（システム）の整備 R５ 23市町 5市 15市町 15市町 65.2% △

57 自立生活援助のサービス見込量【人/月】 R５ 58 24 16 17 29.3% ×

60 自立訓練の利用者数（機能訓練）【人日/月】 R５ 1,007 739 631 767 76.2% △

62 地域活動支援センターの利用者数【人/月】 R５ 1,765 1,626 1,583 1,290 73.1% △

63 福祉ホームの利用者数【人/月】 R５ 70 66 65 65 92.9% △

65
相談支援事業（計画相談支援）の利用者数（利用計画
作成）【人/月】

R５ 7,129 4,058 5,089 5,109 71.7% △

78 全ての避難行動要支援者に係る個別計画の作成 R５ 23市町 ２市町 １市町 ３市町 13.0% ×

79 自主防災組織の世帯加入割合 R５ 96.5% 94.0% 94.1% 94.2% 97.6% △

80 呼びかけ体制が構築されている自主防災組織の割合 R６ 100.0%
未判明

（調査中）
- ×

施策推進協議会での意見

プラン目標（第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画を反映後）

指　標

障害者雇用義務を有する企業の雇用障害者実人数

医療型短期入所事業所の定員数

福祉施設の入所者の地域生活への移行者数

全ての避難行動要支援者に係る個別計画の作成

障害のある人が困っているときに，手助けしたことがある人の
割合

総括目標の現状

成果目標の現状（一部抜粋）

Ⅳ

Ⅱ

Ⅰ

・差別解消法の改正（企業における合理

的配慮が法的義務へ）の対応

・情報アクセシビリティの充実

・職業能力開発校の周知

・ＧＨ利用者の重度化・高齢化に向けて

のサービス内容の充実

・短期入所が社会資源として少ない

・重度心身障害児者に係るサービス利用

のしづらさがある（施設にって，重心の

受入が少ないなど）

・地域生活支援拠点の促進

・処遇改善加算取得率を上げ，人材確保

及びサービスの質の向上へ

・福祉避難所の利便性向上（実際の場所や

利用方法などの周知）



プラン・計画のスリム化イメージ【統合後】

目指す
べき姿

(1)子供世代からの理解促進
(2)広報・啓発活動の展開
(3)交流活動の推進
(1)障害者虐待の防止
(2)権利擁護の推進
(3)選挙等における配慮

○
(1)障害者団体との協働
(2)ＮＰＯ，ボランティア等との協働
(1)就学相談支援体制の確立
(2)幼・小・中・高等学校等の支援体制の整備
(3)教職員等の専門性の向上
(4)特別支援学校の充実
(5)生涯を通じた多様な学習活動の充実
(1)企業等の理解促進
(2)公的機関における雇用促進
(3)就業機会の拡充と雇用促進
(4)工賃向上のための取組
(5)職業能力開発の充実
(1)情報バリアフリー化の推進
(2)意思疎通支援の充実
(1)障害者スポーツの推進
(2)文化芸術・余暇活動の充実
(1)地域生活支援拠点等（システム）の整備
(2)訪問系のサービスの確保
(3)日中活動の場の充実
(4)地域生活を支えるサービス等

○

(1)身近な地域における相談
(2)専門的・広域的な相談支援
(1)質の確保
(2)人材の育成・確保

✕
✕

(1)保健活動の推進
(2)疾病等の予防・治療体制の充実
(3)専門的な医療の提供

(4)地域リハビリテーション
 * 

の推進
(1)地域生活への移行支援

(2)高齢期における地域包括ｹｱシステム
 * 

の強化

(1)医療・福祉支援体制

(2)成人期移行に向けた支援体制

(3)災害発生時の医療支援体制
(1)居住系のサービス基盤の整備
(2)住宅の確保
(1)福祉のまちづくりの推進
(2)公共的施設等のバリアフリー化の推進
(3)公共交通機関等のバリアフリー化の推進
(1)防犯対策の推進
(2)交通安全対策の推進
(3)手話のできる警察職員の育成

(4)消費者被害
 * 

の防止
○

(1)障害福祉サービス
(2)児童福祉サービス

(1)障害福祉サービス
(2)児童福祉サービス
(3)市町地域生活支援事業
(1)障害福祉サービス
(2)児童福祉サービス
(1)訪問系サービス
(2)日中活動系サービス
(3)居住系サービス
(4)相談支援
(5)障害児に関するサービス
(1)市町地域生活支援事業
(2)県地域生活支援事業

障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
誰
も
が
身
近
な
地
域
で
安
心
し
て
生
活
が
で
き
る

環
境
を
整
え
る
こ
と
に
よ
る
県
民
生
活
の
質

（
Ｑ
Ｏ
Ｌ
）
の
向
上

計画部
分追加

Ⅰ　第５期広島県障害福
祉計画・第１期広島県障害
児福祉計画の実施状況

１　数値目標

２　障害福祉サービス等

３　市町地域生活支援事業
４　県地域生活支援事業

５　障害保健福祉圏域別利用状況

Ⅱ　第６期広島県障害福
祉計画・第２期広島県障害
児福祉計画における障害
福祉サービス等の見込量
等

１　障害福祉サービス等の見込量（全体）

２　障害福祉サービス等の見込量（圏域別，市町別）

３　地域生活支援事業の実施見込み

Ⅴ　暮らしやすい社会づ
くり

１ 住まいの場の確保 ○

２ バリアフリーの推進 ○

３ 防犯・交通安全等の推進 ○

４ 防災対策の強化

Ⅲ　地域生活の支援体制
の構築

１ 福祉サービス等の提供 ○

６ ユニバーサルデザインの推進

Ⅳ　保健，医療の充実

１ 保健・医療提供体制の充実 ○

２ 医療と福祉の連携 ○

３ 医療的ｹｱ児
 * 

支援体制の整備 ○

４ サービスの質の向上等 ✕

５ 研究・開発の推進と普及

２ 療育体制の充実

３ 相談支援体制の構築 ○

３ 情報の保障の強化 ○

４ ｽﾎﾟｰﾂ，文化芸術活動の推進 ○

障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
誰
も
が
お
互
い
を
大
切
に

し
、
認
め
支
え
合
い
、
生
き
が
い
を
持

っ
て
暮
ら
せ
る

「
共
生
社
会
」
の
実
現

Ⅰ 障害への理解と協働
による共生

１ 障害に対する理解の促進 ○

Ⅱ 自立と社会参加の促
進による共生

１ 教育 ○

２ 雇用・就労の促進 ○

２ 権利擁護の推進 ○

３ あいサポートプロジェクトの推進

４ 各種団体との協働の促進 ✕

第４次広島県障害者プラン
分野（大項目） 中項目 小項目

成果
目標



プラン・計画のスリム化イメージ【統合前】

4.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 (1)子供世代からの理解促進

(2)広報・啓発活動の展開

(3)交流活動の推進

(1)障害者虐待の防止

(2)権利擁護の推進

7.行政等における配慮の充実 (3)選挙等における配慮

○

(1)障害者団体との協働

(2)ＮＰＯ，ボランティア等との協働

(1)就学相談支援体制の確立

(2)幼・小・中・高等学校等の支援体制の整備

(3)教職員等の専門性の向上

(4)特別支援学校の充実

(5)生涯を通じた多様な学習活動の充実

(1)企業等の理解促進
②障害者雇用義務を有する県内企業の障害者実雇用率
①あいサポートプロジェクトの推進（再掲）

(1)企業等の理解促進

(2)公的機関における雇用促進 - -

(3)就業機会の拡充と雇用促進
福祉施設利用者の一般就労移行者数
③障害者就業・生活支援センターの取組

(2)就業機会の拡充と雇用促進

(4)工賃向上のための取組 ④障害者優先調達額 (3)工賃向上のための取組

(5)職業能力開発の充実
⑤福祉施設利用者から一般就労に移行する障害者に対する職業訓練修了者数
⑥広島障害者職業能力開発校の就職率

(4)職業能力開発の充実
（広島障害者職業能力開発校の現状等）

(1)情報バリアフリー化の推進
⑦広島県障害者ＩTサポートセンター
⑧視覚障碍者情報センター貸出図書タイトル件数（DL件数含む。）
⑨広島県聴覚障害者センター利用者数

(1)情報バリアフリー化の推進

(2)意思疎通支援の充実 ⑩意思疎通支援者の人材養成・確保 (2)意思疎通支援の充実

(1)障害者スポーツの推進 ⑪全国障害者スポーツ大会メダル獲得率（個人競技） (1)障害者スポーツの推進

(2)文化芸術・余暇活動の充実 ⑫障害者文化芸術活動振興関係 (2)文化芸術・余暇活動の充実

(1)地域生活支援拠点等（システム）の整備
施設入所者の地域生活への移行
地域生活支援拠点等（システム）が有する機能の充実
⑳各市町において実施する地域生活拠点等（システム）が有する機能の充実に向けた検証及び検討の実施回数

(1)地域生活拠点等（システム）の整備

(2)訪問系のサービスの確保 (2)訪問系サービスの確保

(3)日中活動の場の充実 (3)日中活動の場の充実

(4)地域生活を支えるサービス等 (4)地域生活を支えるサービス等

(1)地域における重層的な支援体制の構築

(2)発達障害児支援の充実

(1)地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制の構築

(2)身近な地域における相談

(2)専門的・広域的な相談支援
㉒県及び広島県発達障害者支援センターの取組状況
㉓小児慢性特定疾患児交流会事業実施か所数

(3)専門的・広域的な相談支援

(1)質の確保
障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築
㉔都道府県等が実施する指定障害福祉サービス等事業者及び指定障害児通所支援事業等に対する指導監査の適正な実施と
その結果の関係自治体との共有

(1)質の確保

(2)人材の育成・確保 - (2)人材の育成・確保

✕

✕

(1)保健活動の推進 - Ⅱ　保険，医療の充実
１　保険・医療提供体制の
充実

(1)保健活動の推進

(2)疾病等の予防・治療体制の充実

(3)専門的な医療の提供
⑬発達障害の診療ができる医師数
⑭医療従事者等に対する難病研修会

Ⅱ　保険，医療の充実
１　保険・医療提供体制の
充実

(2)専門的な医療の提供

(4)地域リハビリテーション * の推進

5.自立した生活の支援・意思決定支援の推進
6.保健・医療の推進

(1)地域生活への移行支援
精神障害にも対応した包括ケアシステムの構築
⑱精神病棟からの退院後の行き先別の退院患者数
⑲精神障害者における障害福祉サービスの利用状況

Ⅱ　保険，医療の充実
３　医療と福祉の連携〔地
域生活への移行支援〕

-

(2)高齢期における地域包括ｹｱシステム * の強化

(1)医療・福祉支援体制

(2)成人期移行に向けた支援体制

(3)災害発生時の医療支援体制

(1)居住系のサービス基盤の整備 (1)居住系のサービス基盤の整備

(2)住宅の確保 (2)住宅の確保

(1)福祉のまちづくりの推進

(2)公共的施設等のバリアフリー化の推進

(3)公共交通機関等のバリアフリー化の推進

3.防災、防犯等の推進 (1)防犯対策の推進

１．安全・安心な生活環境の整備 (2)交通安全対策の推進

(3)手話のできる警察職員の育成

(4)消費者被害 * の防止

2.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実
3.防災、防犯等の推進

○ 避難行動要支援者名簿のうち個別避難計画の策定対象者の選定が完了している市町数 Ⅲ　地域生活の支援体制の構築
５　災害，感染症対策の推
進

-

(1)障害福祉サービス

(2)児童福祉サービス

(1)障害福祉サービス

(2)児童福祉サービス

(3)市町地域生活支援事業

(1)障害福祉サービス

(2)児童福祉サービス

(1)訪問系サービス

(2)日中活動系サービス

(3)居住系サービス

(4)相談支援

(5)障害児に関するサービス

(1)市町地域生活支援事業

(2)県地域生活支援事業

目指す
べき姿

障害福祉サービス等の見込量等

Ⅰ　第５期広島県障害福祉計画・第１期広島
県障害児福祉計画の実施状況

Ⅱ　第６期広島県障害福祉計画・第２期広島
県障害児福祉計画における障害福祉サービ
ス等の見込量等

２　障害福祉サービス等

１　数値目標

３　市町地域生活支援事業

４　県地域生活支援事業

✕

○

(3)医療的ケア児支援の充実
重症心身障害児・医療的ケア児への支援
⑰医療的ケア児に対する関連分野の支援を総合調整するコーディネーターの配置人数

○

○

○

○

-

-

-

Ⅲ　地域生活の支援体制の構築 ２　住まいの場の確保

Ⅱ　保険，医療の充実
１　保険・医療提供体制の
充実

○

○

Ⅲ　地域生活の支援体制の構築 １　福祉サービス等の提供

-

-

-

-

-

４　良質な障害福祉サービ
ス等の提供

○

○

○

○

中項目

✕

３　情報の保証の強化

４　スポーツ・文化芸術活
動の推進

Ⅰ　自立と社会参加の促進による共生

-

小項目

①あいサポートプロジェクトの推進
１　障害に対する理解と権
利擁護の推進

○

○

成果目標・指標　※指標はナンバリング
成果
目標

大項目

Ⅰ　自立と社会参加の促進による共生 -

２　雇用・就労の促進

４ 防災対策の強化

５ 研究・開発の推進と普及

６ ユニバーサルデザインの推進

分野（大項目） 国中項目 中項目 小項目

障
害
の
有
無
に
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わ
ら
ず

、
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が
お
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い
を
大
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て
暮
ら

せ
る

「
共
生
社
会

」
の
実
現

Ⅰ　障害への理解と協働による共生

１ 障害に対する理解の促進4.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止
7.行政等における配慮の充実

4.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止
２ 権利擁護の推進

３ あいサポートプロジェクトの推進

４ 各種団体との協働の促進

Ⅱ　自立と社会参加の促進による共生

9.教育の振興 １ 教育

8.雇用・就業、経済的自立の支援 ２ 雇用・就労の促進

2.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 ３ 情報の保障の強化

10.文化芸術活動・スポーツ等の振興 ４ ｽﾎﾟｰﾂ，文化芸術活動の推進

第４次広島県障害者プラン 第６期広島県障害福祉計画・第２期広島県障害児福祉計画

１　障害福祉サービス等の
見込量（全体）

２　障害福祉サービス等の
見込量（圏域別，市町別）

３　地域生活支援事業の
実施見込み

５　障害保健福祉圏域別
利用状況

障
害
の
有
無
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か
か
わ
ら
ず

、
誰
も
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身
近
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で
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し
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活
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境
を
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る
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と
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よ
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民
生
活
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質

（
Ｑ
Ｏ
Ｌ

）
の
向
上

Ⅲ　地域生活の支援体制の構築

5.自立した生活の支援・意思決定支援の推進 １ 福祉サービス等の提供

４ サービスの質の向上等

5.自立した生活の支援・意思決定支援の推進

Ⅴ　暮らしやすい社会づくり

１．安全・安心な生活環境の整備 １ 住まいの場の確保

１．安全・安心な生活環境の整備 ２ バリアフリーの推進

３ 防犯・交通安全等の推進

3.防災、防犯等の推進

Ⅳ　保健，医療の充実

6.保健・医療の推進 １ 保健・医療提供体制の充実

２ 医療と福祉の連携

３ 医療的ｹｱ児 * 支援体制の整備

5.自立した生活の支援・意思決定支援の推進 ２ 療育体制の充実 ○
地域における重層的な障害児支援体制の構築
⑮子ども・子育て支援等の提供体制の整備（障害児の受入人数）
⑯発達障害関係

Ⅱ　保険，医療の充実 ２　療育体制の充実

5.自立した生活の支援・意思決定支援の推進

３ 相談支援体制の構築

(1)身近な地域における相談

○

相談支援体制の充実・強化
㉑包括的な相談支援体制の構築に着手した市町数

Ⅲ　地域生活の支援体制の構築

３　相談支援体制の構築




